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１. 令和２年度第３期日野市食育推進計画の評価結果について 

 

日野市食育推進会議（以下「推進会議」という。）は、日野市みんなですすめる食育条例

第１４条第２項に基づき、令和２年度第３期日野市食育推進計画の評価について審議を行っ

た。その結果を下記のとおり報告する。 

 

 

＜基本目標の達成状況＞ 

基本目標１ 食を通じた豊かな心の育成    「概ね推進」 

基本目標２ 健全な食生活の知識の習得と実践 「推進」 

基本目標３ 食材などに向き合う意識の醸成  「推進」 

基本目標４ 食育を推進する仕組みの整備   「概ね推進」 

 

食育推進計画の評価方法については、はじめに庁内の関連事業を担当する課において、事

業を行うことで第３期日野市食育推進計画の４つの基本目標が達成できたかという視点で

評価を行った。その後担当課の評価を庁内食育推進部会に諮り、庁内評価をまとめ、推進会

議に報告した。推進会議では、庁内評価のみならず、日野市全体でどのくらい計画が推進さ

れたかという視点で計画全体の評価検証を、数値ではなくコメントという形式で実施した。  

 庁内食育推進部会の評価は別添のとおりで、基本目標２、３についての達成状況は「推進」、

基本目標１、４については「概ね推進」として、計画全体の達成状況は「概ね推進」とした。 

 庁内食育推進部会では、新型コロナウイルス感染症対策でイベント等の中止や人との接触

を最低限に止める機会が多い１年であったが、その中でもオンラインなど様々な工夫により

施策を進めてきたことが評価された。一方で、情報発信や市民への周知などの一部の個別目

標においては、さらなる努力が必要であり、コロナ禍における新しいライフスタイルでの地

域との食の連携などの新しい「食育」の仕組み・取り組みが必要であることが指摘された。  

また、食育政策が始まってから一定の期間が経ち、今後の方向性（考え方）や施策の密度

を考え直す時期であることから、超高齢化や環境問題など SDGs の理念を活かし、本計画

の視点も広げていく必要性が指摘された。ただし、理念はバージョンアップしても、むやみ

に事業を増やすのではなく、事業統合によりシンプルにしつつ「内容」を再定義してはどう

かとの意見があった。 

 推進会議では、上記庁内評価の受理と、第３期の食育推進計画について評価検証を行った。 

新型コロナウイルス感染症が流行する中、共食など食を通じてコミュニケ―ションを取るこ

とができず、食を通じた豊かな心を育成することが難しかった。感染予防対策を取りながら

実施できた事業も、平常時と比べると伝わるものが半減してしまい残念である。新たにオン

ラインでの取り組みも行われているが、インターネットが活用できない高齢者にも配慮して

令和２年度第３期日野市食育推進計画の評価結果は、「概ね推進」と結論づけるものである。 

１ 



 

ウィズコロナを見据えた事業を模索する必要がある。しかし、今後は規模を縮小して効率的

な事業を重点的に実施することも検討していけるとよいという提言があった。また、重点で

ある「ベジ活 350」の浸透率が低いことについて、効果的な方法がないか検討する必要が

あるとの指摘があった。さらに、食育は成果が出るのに時間がかかることから、すぐに結果

が出せなくても 10年、20年先に食の大切さが理解できるように、今後も関係者が協力し

て食育を進めていく必要があることを確認した。 

＊評価検証コメントについては、評価シート（P４～10）を参照。 

 

 

 

２. 令和２年度評価検証について 

 

 コロナ禍で推進会議も紙面開催であったが、各課の取組の様子は事務局の報告によって

知ることができた。 

 コロナ禍では会議の時間や人数制限等があるが、今後状況が許せば、食育担当課を一堂

に集めてヒアリングができるとよい。 

 

 

 

３. 今後の日野市の取り組み 

 

上記の評価結果を受け、コロナ禍における新しいライフスタイルに対応した取り組みを進

めます。また、第４期日野市食育推進計画の策定にあたっては、食育の目的を再確認し、超

高齢化や食品ロスにも意識した取り組み、また SDGs の理念も取り入れながら、限られた

資源を有効に活用して食育が推進できるよう、検討していきます。 
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＜評価基準＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価方法＞ 

  第３期食育推進計画の重点事業について、４つの基本目標に沿って、それぞれの評価基

準の表に照らし合わせ、評価を行いました。 

 

 

評価シート（P4～10）の見方 

基本目標   第３期食育推進計画の基本目標を設定しています。目指すべき方向性の説明

にある状況を実現していくことで、達成度を図るという整理にしています。 

 

  目指すべき方向性 第３期食育推進計画の「施策の方向性」を設定しています 

目標の推進状況 

緊急事態宣言等により事業を中止・・・「評価対象外」 

8割以上は目標を達成できたもの・・・「推進」 

5割以上は目標を達成できたもの・・・「概ね推進」 

目標の達成は 2、3割にとどまっている・・・「現状維持」       

目標設定時とほとんど変わっていない・・・「停滞」 

目標達成への取組をしていない・・・「未実施」 

３ 



令和２年度　第3期日野市食育推進計画　評価検証

基本

目標

1

目指すべき方向性

事業名 目標 年度目標 実績数値等

健康課
ママパパクラス、
離乳食教室等

楽しく食べることの大切さを
伝える。

ママパパクラス・離乳食講座
で参加者の食に関する不安
を解消し、楽しく食べることの
大切さを伝える。

オンラインママパパ60名（うち夫23
名）
オンライン離乳食講座ステップ1
186名
（3～4か月児健診受診者1243名）
動画13本再生数　延べ4519回再
生（6月29日～3月29日）

新型コロナウイルス感染症の影響で一時
中止としたが、7月からオンラインで再開し
た。チャットでの質疑応答を行うことで、参
加者の疑問や不安を解消することができ
た。また、離乳食の作り方の動画を作成し、
講座に参加できない人も視聴できるように
した。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

オンラインでは、質疑応答の際に参
加者の表情や児の様子等を見なが
ら回答できないため、相手に合わせ
たアドバイスをすることが難しい場
面があった。
離乳食動画の再生回数が少なかっ
た。

離乳食講座は新型コロナウイルス
感染症対策を行いながら、対面での
開催とする。
離乳食動画の再生回数を増やす方
法を検討する。

子ども家庭支援セン
ター

子育てひろば事
業

子育てひろば利用者の親子
を対象に、食育の重要性を
周知する。

子育てひろばで実施する食
に関するイベントを子ども家
庭支援センターだより等で周
知する。

子ども家庭支援センターだよりに
食に関する情報提供を3回掲載し
た。新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止への配慮から、イベ
ントのの開催は見合わせたものも
有。

子ども家庭支援センターだよりを通じて食
に関する情報提供を行い食育の重要性を
周知することができた。

概ね推進
（5割以上は目標
を達成）

食育の重要性について保護者が必
要な情報を得る機会を意識的に設
ける必要がある。

子ども家庭支援センターだよりでの
周知とあわせ、子育てひろばにおい
てもポスターの掲示やチラシの配布
等による事業の周知を行う。また、
保護者に食への興味・関心を高め
てもらえるよう講座等、イベント以外
にも情報提供に努める。

保育課（市立保育園）
食育だよりを毎月発行する。
給食試食会を実施する。

食育だよりを発行する。給食
試食会を全保護者に対して
実施する。1歳児保護者向け
朝食指導を行う。

・食育だより年12回
・試食会は感染症対策で中止
・1歳児保護者向け朝食指導は資
料配布を行った。

保育園からの配布物が保護者に好評。
推　進
（8割以上は目標
を達成）

家庭状況が各家庭によって異なる
ため、よりきめ細かな対応が必要な
ことが分かった。

より誰もが取り組みやすいような情
報を提供していく。

学校課
各校食育だよりを毎月発行
し、月に応じた食の大切さに
ついて伝えていく

給食だより、給食試食会、共
に内容を充実させ継続して
いく。

給食だより全校実施

平成30年度より全校共通の食育・給食だよ
りの発行を始め、学校間に差の生じない周
知・啓発をすることができた。
給食試食会は新型コロナウイルスの影響
で実施できなかった

推　進
（8割以上は目標
を達成）

学校間の差をなくし順調に進んでい
るため継続していくことが重要。

今後も継続実施していく。

保育課（市立保育園）
調理保育等の実施により食
育の推進を図る。

園児が栽培した野菜を使用
して調理保育を行う。

調理保育年３回

感染症対策をとりながら、子ども達が栽培
した野菜を使用した調理保育を2回実施。ま
たほかに子どもたちが栽培した野菜を、給
食で提供。給食のおやつの調理保育を1回
実施。朝ごはんカードの実施。年度後半随
時給食のおやつのおにぎり作り。五節句や
伝統行事食、食育の日の掲示物を作成し
伝えた。
最初は理解が難しい内容でも、毎月の様に
繰り返すことによって、徐々に伝わり、身に
ついていった。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

食物アレルギー児への配慮が必
要。

食物アレルギー児でも取り組めるよ
うに、調理保育の手引きを改訂して
いく。

学校課（市立幼稚園・
小中学校）

田植えや野菜作りなどを通じ
て、食に対する関心を高め
る。

新たな体験を取り入れるなど
内容を充実させ継続してい
く。

小学校全校実施
中学校全校実施

小学校では、田植え他多数の体験を、中学
校ではオンラインを使ってテーブルマナー
教室等を全校で実施することができた。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

全校で実施することができているた
め継続していくことが重要。

和食器給食は更に実施校を増やす
予定。

子育て課（児童館・学
童クラブ）

調理体験を通して知識を深
め、食に対する関心を高め、
生きる力を身に付ける。

季節・年齢・興味等に応じた
調理活動を計画し実施する。
家庭でも実践できるようなレ
シピの配布をする。
皆で調理をし食す経験を通し
て、食べることは生きること
であり楽しいことという気持
ちを共有することができるよ
うにする。

1児童館　1回　参加者7人

コロナウイルス感染拡大防止のため飲食を
伴う事業実施を自粛していた。緊急事態宣
言中において児童館で配布したレシピをHP
やツイッター、児童館内にて配布し、家庭で
活用できるようにした。

評価対象外
（緊急事態宣言
等により事業を
中止）

コロナウイルス感染拡大防止策を構
築した上で、新しい形の事業の組み
立てが課題である。

徹底した衛生管理に加え感染拡大
防止策を加えた事業展開が必要で
ある。

健康課
20～40歳代の食育に関心の
低い世代に向けた食育の普
及啓発を行う。

（新型コロナ感染症の影響で
イベント実施が見込めないた
め）
イベントに頼らない方法で食
育の普及啓発を図れるよう
検討を進める。

野菜パネル展示（七生支所）8月13
日～8月31日
食生活パネル展示（多摩平の森ふ
れあい館）10月23日～10月30日
減塩パネル展示（七生支所）12月1
日～12月16日

新型コロナウイルス感染症の影響で講座な
どが開催できなかったため、多摩平ふれあ
い館、七生支所でパネル展示を行い食育
の普及啓発をすることができた。

概ね推進
（5割以上は目標
を達成）

対面型の講座と違い、パネルを見た
市民の反応を把握することが難し
い。

新型コロナ感染症の影響でイベント
実施は見込めないため、引き続きイ
ベントに頼らない方法で食育の普及
啓発を図れるよう検討を進める。

中央公民館
「食」への関心を高められる
よう多世代が参加できる食
に関するイベント等を開催

子どもから大人までが参加
できる食育に関する講座等
を複数回開催し、その成果を
情報発信することで「食」へ
の関心を高めていく。

「東光寺大根でたくあんづくり講
座」12/12、１/16実施

新型コロナウイルスの影響で、食育に関す
る講座の実施回数が例年に比べ、減少し
た。

概ね推進
（5割以上は目標
を達成）

食育に関する講座は、新型コロナウ
イルスに配慮し、対面実施以外の方
法を検討が必要である。

Zoomなど、オンラインを活用した講
座を開催する。

都市農業振興課他
ファーマーズセンターにてイ
ベントを行う。

日野産野菜等を使用したイ
ベント等を40回を目標に開催
する。

日野産野菜を使ったパン作り教室
等を12回実施し好評を得た。

地元農産物を使用したイベントを通じて、食
育について啓発を実施でき、好評を得られ
た。

現状維持
（目標の達成は
2,3割にとどまっ
ている）

新型コロナウイルス感染拡大のた
め、ファーマーズセンターが使用で
きなかった時期があり、日野産野菜
を使用したイベントの実施が予定通
り実施できない場合があった。

今後も、農業体験型イベント実施を
推進するにあたり、状況判断を迅速
に行い安心安全を図る。

4

・コロナ禍で、食育の基礎である「食事
を楽しむ」ことや、子ども同士が近づい
て行うような活動は難しい状況である
が、子ども達の成長にはいろいろな経
験が必要である。食知識の土台をつく
る子どもの時に食育活動が体験でき
ないことは、その先の食生活にも大き
な影響を与える。コロナ対策で事業を
やめてしまうことは簡単だが、可能な
限り早く再開できるとよい。

概ね推進
（5割以上は目
標を達成）

新型コロナウイルス
感染症流行により事
業展開が困難になる
中で、各課工夫を凝
らしているが、乳幼児
期からの食育推進は
しっかり取り組んでい
く必要がある。今後
は、保護者が不安な
く子どもの食事作りが
できるよう、各課が連
携するなど、効率も重
視しながら質の充実
を図っていけるとよ
い。

また、コロナ禍の影響
により達成状況が低
かった「イベントによ
る食育」や「共食」に
ついては、コロナが終
息しなかった場合を
想定した対策の検討
が必要である。

概ね推進
（5割以上は目
標を達成）

食育推進会議評価

それぞれのライフステージに応じた課題に対応し、子どもから成人、高齢者に至るまで、すべてのライフステージにおいて食育を推進します。
食を通じたコミュニケーションを図る施策を推進するとともに、交流を通じて、日本の食文化や料理などを伝えます。

主管課評価

担当課

庁内推進部会評価

基本目標の
達成状況

評価検証コメント 評価検証コメント年度目標に対する成果
基本目標の
達成状況

食を通じた豊かな心の育成

施策の方向
計画推進によって

明らかとなった課題
今後の展開

次年度への反映
年度目標の
達成状況

3
青年・成人・高齢者に
対する働きかけの推
進

№

2
子どもに対する食育
の推進

1
保護者に対する食育
の周知・啓発

体験活動などに
よる食育の推進

給食だより、給食
試食会等

事業実施内容

イベント等による
食育の普及啓発

Plan Do Check Action
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基本

目標

1

目指すべき方向性

事業名 目標 年度目標 実績数値等

食育推進会議評価

それぞれのライフステージに応じた課題に対応し、子どもから成人、高齢者に至るまで、すべてのライフステージにおいて食育を推進します。
食を通じたコミュニケーションを図る施策を推進するとともに、交流を通じて、日本の食文化や料理などを伝えます。

主管課評価

担当課

庁内推進部会評価

基本目標の
達成状況

評価検証コメント 評価検証コメント年度目標に対する成果
基本目標の
達成状況

食を通じた豊かな心の育成

施策の方向
計画推進によって

明らかとなった課題
今後の展開

次年度への反映
年度目標の
達成状況

№
事業実施内容

Plan Do Check Action

4 食育に関する啓発 図書館 食育図書の展示
図書館資料を通じて、食生
活の大切さを周知し、食への
関心を高める。

食育月間（６月）に、食育に
関する図書を中央図書館で
展示し、啓発する。

食育月間（6月）に食育に関する図
書98冊を中央図書館で展示・貸出

「食育」のテーマで98冊の図書を展示した。
幅広い世代に向けて食文化や食べ物につ
いての知識を発信できた。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

子ども向け、高齢者向けの発信は
できたので、次は現役世代に向け
て、日常的に実践できる食育の活動
方法を発信したい。

他課、他機関とも連携し、図書館が
食育活動を行っていることをPRす
る。

5
家族団らんの大切さ
の周知・啓発

子育て課
「家族ふれあいの
日」周知・啓発

写真展やその他様々な媒体
等を通じ、家族ふれあいの
日の周知を図り、心のかよう
温かな家庭づくりを啓発す
る。

「家族ふれ愛の日」の周知の
ため、イオンモールでの展示
活動やチラシ配布を行い、新
規に開設した家族ふれ愛ア
ルバムに関する事務を実施
する。

家族ふれ愛アルバム応募件数5件
啓発のため、イオンでのパネル展示やチラ
シ配布を実施した。コロナ禍により、展示等
を他施設に展開することができなかった。

現状維持
（目標の達成は
2,3割にとどまっ
ている）

認知度向上のため、より一層の周
知活動を行う。

展示等、コロナによる影響を受けや
すい試みをせず、SNS等を利用した
広報を実施する。

保育課（市立保育園）
手作りで安心安全な保育園
給食を提供する。

季節の食材を使用した手作
りの料理を提供する。郷土
食、行事食を取り入れて、食
文化に興味を持つように促
す。

・食育の日・郷土食・行事食など
２８回　・五節句　５回など
手作り給食の実施

郷土食・行事食・五節句などを園児に説明
し提供している。日本の食文化に触れるこ
とで興味を持ってくれている園児が増えて
いる。
素材からの手作り給食は味覚の発達を促
していると感じる。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

行事食や伝統食を取り入れた食事
を家庭で食べる機会が少なく、保育
園での給食提供を重んじる保護者
が増えている。

給食の取り組みを通じて、家庭で取
り組みやすい情報を提供できるよう
に工夫していく。

学校課（小中学校）

本物工房ひのマニュアルに
基づき、安全な食材を使用し
た薄味で素材の味を大切に
した手作り給食を実施する。

調理工程等、見直しを図りな
がら手作り調理を継続してい
く。

全校自校式にて手作り調理実施。

日々の手作り調理に留まらず、日野産トマ
ト100％完全無添加のピューレを調理室で
加工し、給食での活用を順調に継続でき
た。（年2回加工実施）

推　進
（8割以上は目標
を達成）

調理従事者の人数と作業工程との
調整は随時必要である。

調理工程等、見直しを図りながら手
作り調理を継続していく。

学校課（小中学校） 交流給食
生産者や高齢者など地域の
方との交流給食を実施する。

小学校を中心に交流給食の
実施校を増やしていく。

-
新型コロナウイルスの流行により実施でき
なかった

評価対象外
（緊急事態宣言
等により事業を
中止）

中学校では交流給食のための時間
を作ることが難しい。

小学校を中心に交流給食の実施校
を増やしていく。

子育て課（児童館） 地域行事

もちつきをはじめ、地域力を
取り入れた行事を組み、地
域交流を行いながら食文化
を伝える。

もちつき体験を通して、もち
になる過程や伝統的な食文
化を知ることのできる機会と
する。地域の方の協力により
地域交流と多世代交流の場
にしていく。

事業中止
コロナウイルス感染拡大防止のため飲食を
伴う事業実施を自粛していた。

評価対象外
（緊急事態宣言
等により事業を
中止）

コロナウイルス感染拡大防止策を構
築した上で、新しい形の事業の組み
立てが課題である。

徹底した衛生管理に加え感染拡大
防止策を加えた事業展開が必要で
ある。

5

前頁をご覧ください
前頁をご覧くだ

さい
前頁をご覧くだ

さい
前頁をご覧ください

7
地域での共食の機会
づくり

6
本物の味がわかる子
どもの育成

保育園・学校給食
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目標

2

目指すべき方向性

事業名 目標 年度目標 実績数値等

健康課

ママパパクラス、
離乳食教室等に
おける周知・啓発

食生活の大切さを周知し、食
生活改善の動機づけをす
る。

母子手帳交付窓口付近での
350gの野菜フードモデルの
展示のほか、ママパパクラ
ス・離乳食講座で、生涯の健
康づくりを意識した食生活指
導を行う。

オンラインママパパ60名（うち夫23
名）
オンライン離乳食講座ステップ1
186名
（3～4か月児健診受診者1243名）
しょくいくだより3回発行　延べ約
620枚配布

離乳食講座やママパパクラスでは生涯の
健康づくりの基礎を培うために、テキスト等
を使用しながら指導を行った。
また、望ましい食習慣を身に付けられるよ
う、幼児の保護者向けの「しょくいくだより」
を10月から隔月発行し、乳幼児健診のほ
か、児童館、子ども家庭支援センター、私
立幼稚園等で配布をした。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

健診時のアンケートで、子どもに食
事のときに野菜を「毎食与えている」
と回答した保護者の割合は51％と
計画目標値70％には届かなかっ
た。生涯の健康づくりを意識した食
生活指導を続けていく必要がある。

幼児を中心に「しょくいくだより」を用
いて生涯の健康づくりを意識した食
生活ができるような情報提供を行っ
ていく。

保育課（市立保育園）
ホームページ、食育だよりな
どによる普及啓発。

保護者が分かりやすい情報
の発信。

食育だより年12回発行
献立表を市ホームページに年12回
アップ

食育の日の掲示に野菜の摂取目安量を年
12回掲載。市ホームページに献立表を年
12回ＰＤＦ形式とオープンデータ形式でアッ
プ。クックパッドについては随時レシピ、ブロ
グなどを掲載。
家庭での献立作りの参考になった。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

より一層食生活について周知、啓発
が必要。

市ホームページへオープンデータ方
式で掲載していく。

学校課（小中学校）
毎日の給食を写真とともに
食材や産地を掲載し情報公
開する。

ホームページでの情報提供
について内容を充実させ継
続していく。

全校実施

毎日の給食を食材の産地と共にホーム
ページで情報公開することができた。
毎月の献立についても学校ホームページ
に掲載を開始することができた。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

毎月の献立表が掲載されていない
学校もある。

毎月の献立表掲載について全校実
施を目指す。

健康課 食生活改善事業
20～40歳代の無関心層にむ
けて食生活改善の働きかけ
を行う。

新型コロナウイルス感染症
の流行状況で講座開催が困
難なため、企業や団体等、
新たな連携先を検討する。

フレイル予防チラシ
8,100枚
内訳：シルバー人材セター会報送
付時(1,800)、さわやか健康体操参
加予定者へのお知らせ(2,000)、特
定健診案内に同封(4,300)

コロナ禍で、若い世代向けの新たな連携先
を確保することはできなかったが、若い世
代向けの対する多職種（保健師・歯科衛生
士・栄養士）での健康教育・相談体制につ
いて、課内で検討を進めることができた。
高齢者向けの新たな取り組みとして、栄養
の観点からフレイル予防チラシを配布し、
質問を受け付けた(4件）。

概ね推進
（5割以上は目標
を達成）

チラシ配布への反響が少なかった。
食育推進に関する市民アンケートに
よると、食生活改善への関心は高
く、86％が「栄養バランスを考えて食
事をする」と回答しており、食生活に
関する正しい知識を周知啓発する
必要がある。
また、若い世代への働きかけをする
必要がある。

新型コロナウイルス感染症の状況を
みながら、個別相談は継続して実施
する。
コロナ禍による生活の変化によっ
て、食生活改善が必要となった市民
に向けた周知啓発について検討す
る。
若い世代への働きかけの方法を検
討する。

保険年金課 特定保健指導

メタボリックシンドロームに着
目し、対象者が自分の身体
状態を理解し、自ら生活習慣
の改善に取り組めるよう支援
し、メタボリックシンドローム
の予防、改善を図る。

・面接の中で食事内容の確
認をし、改善が可能な部分を
提案することで、食習慣の改
善を図る。
・野菜摂取を勧めるリーフ
レットを渡し、野菜摂取の重
要性を伝えていく。

・野菜摂取量（H31年度実績）
1日のうち2食以上両手にのるくら
いの野菜を食べることが週3回以
上できている方
積極的支援対象者
初回面接時14名（43.8％）→評価
時31名（96.8％）
動機づけ支援対象者
初回面接時50名（42.7％）→評価
時84名（71.8％）

特定保健指導の実施により、野菜を摂取す
る方の割合が、積極的支援・動機づけ支援
ともに上がった。

概ね推進
（5割以上は目標
を達成）

特定保健指導を受けられている方
へは食生活改善の提案ができる
が、特定保健指導の実施率が20％
弱であるため実施率をさらに上げて
いく必要がある。

特定保健指導の実施率を向上させ
るため、関係機関との連携を図って
いく。

高齢福祉課
高齢者食事宅配
サービス

宅配時に高齢者の健康状態
及び安否確認を行う。

新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、配達員のマ
スク・手指消毒などを徹底
し、安否確認を行いながら、
栄養バランスの取れたお弁
当を提供する。

昼食：配食数59,782食
　　　利用者数3,806人（延べ）
夕食：配食数19,5673食
　　　利用者数1,268人（延べ）

事業者の協力のもと、安否確認を行いなが
ら、高齢者に対する栄養バランスのとれた
食事を提供できた。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

利用者全員に手渡しでお弁当を渡
すことが出来ていない。

お弁当の手渡しを徹底し、安否確認
を兼ねた栄養バランスのとれた食事
を提供する。

高齢福祉課
介護保険サービ
ス

地域で介護予防のため体操
等自主活動を行う団体に対
する活動支援。

健康課との連携により、栄養
改善・口腔機能向上のため
の事業実施。

介護予防教室実施
R2.4.1～R3.3.31
実施回数：60回
参加人数：延べ595名

口腔機能改善に係る内容を含む介護予防・
フレイル予防教室を行う市民活動団体支援
を行った

概ね推進
（5割以上は目標
を達成）

市民活動団体による体操や体力測
定を主軸とする事業であり、シナ
ジーが限定的であった

周知啓発に重きを置く

健康課

乳幼児健診・乳幼
児歯科相談での
啓発

歯科衛生士と連携し、噛むこ
との大切さを伝える。

乳幼児期に「噛む力」を身に
付けることの大切さについて
伝える。

乳幼児歯科相談受診者298名(延
人数) 4月に１回実施後、7月
迄中止、8月から新型コロナウイル
スに配慮した形での再開

新型コロナウイルスの影響により、健診で
の相談や、乳幼児歯科相談の実施方法が
変更となった為、噛むことの大切さを伝える
時間を十分に取ることができなかった。

現状維持
（目標の達成は
2,3割にとどまっ
ている）

今後も新型コロナウイルスの影響を
を考慮した上で健診や乳幼児歯科
相談を実施していくことが想定され
る。効率よく噛むことの大切さを伝え
るための手法の検討が必要であ
る。

健診や乳幼児歯科相談での周知に
加え、リーフレットやHPも活用して噛
むことの大切さを伝えていく。

保育課（市立保育園）
カミカミ献立の実
施

咀嚼を促す献立作り。
発達段階に合わせた食事指
導を行う。

・6月4日～10日 歯と口の健康週
間
・11月6日 いい歯の日

カルシウムやたんぱく質など歯に良い食材
や、咀嚼を促す献立を多く取り入れた。子ど
も達へ詳しく説明すると、よく噛んで食べて
いた。歯にいい食材への理解や、噛むこと
の大切さが理解できた様子だった。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

一般的に柔らかいものを好んだり、
あまり噛まずに食べる傾向がある。
また、誤嚥に注意しつつ、咀嚼を促
す必要がある。

引き続き、誤嚥に注意しつつ、歯に
良い食材や咀嚼を促すような献立を
意識して入れていく。

学校課（小中学校）
カミカミ献立の実
施

６月４日の歯と口の健康週
間、11月８日のいい歯の日
に合わせ、よく噛む献立、歯
にいい献立を実施する。

6月の虫歯予防週間、11月
の歯の衛生週間に合わせた
カミカミ献立を引き続き全校
で実施していく。

全校実施

6月は新型コロナウイルスの影響で実施す
ることが困難だったが、11月は歯の衛生週
間に合わせ全校でカミカミ献立を実施する
ことができた。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

全校で実施し、普及啓発ができてい
る。

今後も継続実施していく。

6

3

評価検証コメント
基本目標の
達成状況

№

2

1

基本目標の
達成状況

評価検証コメント

推　進
（8割以上は目
標を達成）

食育は一生続くもの
であり、幼少期からの
食育は重要である。
コロナ禍で健康状態
の悪化も考えられる
ため、新しい生活様
式に対応した取り組
みを進めていく必要
がある。

引き続き食生活につ
いて周知、啓発が必
要であるが、健全な
食生活を実践するた
めに必要な知識の情
報提供と一言で言っ
ても発信手段には限
界があり容易ではな
い。今後は、概ね推
進、現状維持を推進
し底上げしていくため
の取り組みが重要で
ある。

推　進
（8割以上は目
標を達成）

食育推進会議評価

食生活改善の支援

　　　　　　　　　　　　　　　      　　主管課

よく噛んで食べる習
慣の普及啓発

食生活についての周
知、啓発

ホームページ、給
食だよりなどによ
る普及啓発

年度目標に対する成果
事業実施内容

庁内推進部会評価

・市民アンケートによると、コロナ禍に
あっても食事に関しては意識の変化
が少ないようだが、生活の不安などが
食事への関心を低下させる要因となっ
ていないだろうか。在宅勤務の人が増
加しているので、発想を転換し、もっと
食育を根付かせるチャンスではない
か。感染を予防する食事の仕方や、
外出自粛による運動・栄養不足や添
加物を取る機会の増加に対応した食
事指導など、コロナ対策の中の食育
があってもよいのではないか。

・野菜摂取のキャッチフレーズである
「ベジ活350」の浸透率が低く、今まで
の方法では認知度の向上は期待でき
ないと思われる。児童館、子ども家庭
支援センターのひろば、学校のPTAな
どに栄養士が訪問して話をするなど、
もっと効果的な方法がないか検討が
必要である。

健全な食生活の知識の習得と
実践

施策の方向

栄養バランスの取れた健全な食生活を実践するために必要な知識の普及を図り、食からの健康づくりを推進します。
特に、不足しがちな野菜を無理なく摂取できる働きかけを進めます。

担当課
年度目標の
達成状況

今後の展開
次年度への反映

計画推進によって
明らかとなった課題

Plan Do Check Action
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基本目標の
達成状況

評価検証コメント

食育推進会議評価　　　　　　　　　　　　　　　      　　主管課

年度目標に対する成果
事業実施内容

庁内推進部会評価

健全な食生活の知識の習得と
実践

施策の方向

栄養バランスの取れた健全な食生活を実践するために必要な知識の普及を図り、食からの健康づくりを推進します。
特に、不足しがちな野菜を無理なく摂取できる働きかけを進めます。

担当課
年度目標の
達成状況

今後の展開
次年度への反映

計画推進によって
明らかとなった課題

Plan Do Check Action

地域協働課
食の安全に関する省庁の
ホームページのリンクを設定
する

食の安全に関する省庁の
ホームページのリンクを設定
する

-
健康課の食育に係るプラットフォームと連
携して、関係省庁へのリンクを貼った

推　進
（8割以上は目標
を達成）

特になし
今後も継続して、健康課の食育に係
るプラットフォームと連携して、関係
省庁へのリンクを貼る

健康課
食育ホームページにより、食
の安全に関する情報提供を
行う。

ホームページを適宜更新す
る。

-

食品安全や災害時の食生活に関する情報
についてホームページを適時更新したほ
か、広報・LINEで誤嚥事故の注意喚起を行
うことができた。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

情報が随時更新されていくので、確
認が必要である。

ホームページに掲載した内容を定
期的に確認し、必要に応じて他の媒
体での周知も行っていく。

5
生産者や事業者に対
する食の安心・安全
に関する啓発

都市農業振興課
ホームページなど
による情報発信

広報にて農業特集を掲載す
る。

年１回実施。ＨＰへの継続的
な掲載。

6月15日号に掲載
新型コロナウイルス感染防止のため学校
給食が停止となった時期に、日野市の農業
支援を市民へ求める情報発信できた。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

より興味を持ってもらう工夫が必
要。

特集号の掲載時期を、収穫期の秋
ごろへ移し、日野の農業へ興味を
持ってもらう。

健康課
野菜350g摂取について、具
体的でわかりやすい周知の
方法を検討する。

健診などでのチラシ・レシピ
配布やホームページなどを
活用しながら、野菜摂取に関
する情報の周知・啓発を行
う。

（再掲）
野菜パネル展示（七生支所）
8月13日～8月31日
食生活パネル展示（多摩平の森ふ
れあい館）
10月23日～10月30日
減塩パネル展示（七生支所）
12月1日～12月16日

七生支所展示スペースで野菜摂取と減塩
の普及啓発のためのパネル展示を行い、
窓口には野菜メニューや減塩についてのチ
ラシを置いたほか、多摩平ふれあい館で食
生活改善のパネル展示を行った。また、幼
児向けのしょくいくだよりに野菜メニューの
レシピを掲載した。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

市民アンケートによると、野菜を1日
に「両手山盛り以上の量」食べてい
る人の割合は17.1％と少なかった。
キャッチフレーズの認知度も低く、周
知を続けていく必要がある。

パネル展示やしょくいくだよりでの野
菜メニューのレシピ掲載を引き続き
行い、周知をしていく。

保育課 レシピなどの情報発信。
園児に人気のある野菜レシ
ピの発信。

・レシピ　年3回・12品紹介
・食育の日に掲示物と園児向け資
料作成

年3回のレシピ紹介のほか、保護者から要
望のあったレシピを随時作成、配布。クック
パッドを随時更新。野菜を多く摂取できるレ
シピを紹介できた。また、食育の日の保護
者向け掲示物を野菜に絞って作成。園児向
けには保育士から読んでもらう資料を作成
し、年齢に応じて解りやすく紹介した。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

家庭で野菜を食べたがらない子ども
がいる。またベジ活350がなかなか
浸透していかない。

より一層の情報提供、啓発をしてい
く。

学校課（小中学校）

食育だよりや毎日のおた
よりでベジ活350の周知を
する。直営調理員作成の
日野産野菜の旬のレシピ
集の情報発信をする。

調理員作成の日野産農産物
の旬レシピ集、食堂と給食の
コラボで実施中のドレッシン
グレシピ集の情報発信。ベジ
活350について食育だより、
給食時のおたより等で伝え
ていく。

ベジ活350周知：全校実施

旬レシピ集やドレッシングレシピ集は庁内
掲示板への掲載や市民食堂での配布を
行った。ベジ活350は、全校にて掲示やおた
よりへの掲載など工夫をしながら実施する
ことができた。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

全校で実施し、普及啓発ができてい
る。

今後も継続実施していく。

都市農業振興課

女性農業者と共に新たなレ
シピを開発、また、旬の日野
産農産物の販売にポップで
PRする。

４品の試作品を実施、野菜
紹介のポップ作り。

東光寺大根のレシピを7品考案し、
HP掲載

レシピの数は増やせたが、ポップアップ等
への活用が難しかった。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

新型コロナウイルス感染防止のた
め、女性農業者の会合が思うように
開催できなかった。また、高齢化の
課題についても取り組めなかった。

感染症対策を含む、今後の活動と
会員の増を目指す。

7

6

4

前頁をご覧くだ
さい

前頁をご覧ください

野菜を多く摂取でき
る方法などの情報の
発信

レシピなどの情報
発信

前頁をご覧くだ
さい

前頁をご覧ください

食の安全に関する情
報提供の充実

ホームページなど
による情報発信
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目指すべき方向性

事業名 目標 年度目標 実績数値等

学校課（小中学校）
25％の目標達成を維持す
る。

25％達成を維持できるよう日
野産農産物の活用を継続す
る。

31.8% 25％の目標を達成することができた。
推　進
（8割以上は目標
を達成）

各校で積極的に日野産農産物を取
り入れることができた。

25％達成を維持できるよう日野産農
産物の活用を継続する。

都市農業振興課
学校給食における日野産農
産物の利用率を推進計画の
目標25％を達成する。

学校給食における日野産農
産物の利用率を推進計画の
目標25％を維持・継続する。

利用率31.8％
年度目標を達成し、日野産農産物を給食で
使用することにより、児童生徒の関心を向
上できた。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

近年の異常気象により、旬の日野
産農産物の供給が困難な場合が増
加傾向にある。
また、農家の高齢化により、将来的
に搬送業務が困難な場合が想定さ
れてきている。

異常気象よる災害等が発生した場
合の供給について、事前に対応策
を検討していく。
また、将来にむけての新たな搬送シ
ステムについてもJAと検討をしてい
く。

都市農業振興課

市民農園や農業
体験農園の情報
提供

農業体験を通じて、地産地
消への関心を高める。

市民農園の使用率を100％
となるような広報等による情
報提供

1月15日号掲載
広報で募集をすることにより、広く使用希望
者を募れ、目標を達成できた。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

市民農園の応募倍率が農園場所に
よって差がある。

このまま継続して行く。

都市農業振興課
直売所の情報提
供

市内直売所の情報提供によ
り、地産地消へ繫げる。

ホームページの掲載及び直
売所の案内チラシの作成

ホームページを更新しチラシの更
新を行った。

各直売所に固定客が付き好評を得ている。
推　進
（8割以上は目標
を達成）

就労している市民も購入したい希望
がある。

就労している市民の帰宅時間にも
購入できる直売所が増やせるか検
討する。

保育課（市立保育園） 園庭や畑で栽培・収穫体験。

園庭や調理保育に使用する
じゃが芋・さつま芋や、様々
な野菜を栽培・収穫体験・給
食で喫食。可能な園は近隣
の畑にて収穫体験をする。

全園での栽培や収穫体験、給食で
喫食、見学など。

ブルーベリー摘み取りに関しては今年度は
一部の園で実施。喫食は全園。日野産トマ
トは中止。りんごは保育園の給食として喫
食。
作物が成長していく姿を見たり、世話をした
り、収穫体験をし、また実際に味わうことが
できた。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

日野産ブルーベリーの摘み取り体
験は感染症対策・熱中症対策が必
要。

日野産ブルーベリーの摘み取り体
験は感染症対策・熱中症対策を視
野に入れつつ実施していく。

小学校　全校実施
小学校では、全校で収穫体験を実施でき
た。

推　進
（8割以上は目標を達成）

中学校　未実施
中学校では、ほとんどの学校が新型コロナ
ウイルスの影響で職場体験等が中止にな
り農作業体験等が実施できなかった。

評価対象外
（緊急事態宣言等により

事業を中止）

子育て課（学童クラ
ブ・児童館）

収穫体験を通して食材が育
つ姿を知り、無駄なく食す大
切さを学ぶ

身近な地域で、苗植えから
収穫するまでを体験し、食す
る 事業を積極的に 実施す
る。

児童館：9回　参加者338人
学童は未実施

乳幼児親子を対象にした事業であり保護者
からは大変好評である。子どもも瞳を輝か
せて収穫をしていた。まんがんじ児童館で
はもち米を苗から育て収穫後もちつきに利
用しているが今年度は収穫までの事業実
施となる。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

野外活動がメインであるため、事業
を実施できたが、参加者としては感
染防止対策を講じたとしても不安が
あり、参加を見送る方も見受けられ
た。

誰もが安心する感染防止策を加え
た事業展開が必要である。

中央公民館 田んぼの学校
農体験を通じて、日野市の
環境課題や自然との共生の
必要性を学ぶ

地域の農業者指導のもと、
子どもから高齢者までが参
加する農作業・収穫・調理体
験を通して、地産地消の大
切さを学ぶ。

「田んぼの学校」を実施

南平会場では子供の参加者が増加するな
ど、乳幼児から大人まで米作り体験を通じ
て、食の大切さや農作業の難しさ等を実感
してもらうことができた。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

渇水の問題や年々農家・農地が減
少していく都市において、田んぼを
維持していくことが困難となってい
る。

事業実施のため、ＪＡや他課、協力
してもらえる農家とつながりを持ちな
がら農地・田んぼを維持していく。

環境保全課 浅川アユまつり アユを味わってもらう

浅川という恵まれた自然を活
用したイベントを開催するこ
とで、川魚に親み、食する機
会を提供する。

￣
コロナ禍で、3密を避けたイベント実施がで
きなかった

評価対象外
（緊急事態宣言
等に よ り事業を
中止）

多くの来場者が訪れるイベントと
なったが、屋外といえども3密を避け
ることは難しい。
また、食育の視点でイベントを見直
したときに来場者すべてに川魚を食
する機会の提供をすることは難しい

イベントの継続のため、規模の適正
化を図る。釣った魚を食することな
ど川魚に親しむ・食することに関して
再検討する

中央公民館
料理コンテストの
開催

地産地消を体験する

４～６年生の児童を対象に
日野産農産物を活用して学
校給食メニューを考える「ひ
のっ子シェフコンテスト」を開
催します。

「ひのっ子シェフコンテスト」11/22
開催

日野産野菜の使用による地産地消の意識
や食と健康に対する意識の向上を図るこ
とができた。また、新型コロナウイルス対策
としてオンライン中継を行った。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

食べ物を扱うイベントであるため、状
況に応じた対策が求められる。審査
の際のオンライン中継は、細部や全
体の流れが伝わりにくい。

新型コロナウイルス等の状況を鑑み
て、実施方法・開催場所について検
討する。

都市農業振興課
ファーマーズセンターを活用
し食育イベントを開催する。

ファーマーズセンターにて体
験型イベントを行う。

体験型イベント26回
援農・野菜栽培塾14回
手作りパン教室6回実施、飾り巻き寿司教
室6回実施

概ね推進
（5割以上は目標
を達成）

新型コロナウイルス感染拡大のた
め、ファーマーズセンターが使用で
きなかった時期があり、イベントの実
施が予定通り実施できない場合が
あった。

体験型のイベントは人気があり、感
染症対策を施して継続して行きた
い。

学校課（小中学校）
ひのっこシェフコンテストのメ
ニューを学校給食に取り入
れる。

ひのっこシェフコンテストに応
募する児童に機会を与え学
校給食メニューに取り入れ
る。

全校実施
ひのっこシェフコンテストの応募メニュー、
受賞メニューを学校給食の献立に取り入れ
ることができた。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

今後も継続実施していく。 今後も継続実施していく。

8

評価検証コメント

3
地元食材での食事づ
くりや食事をする機
会の推進

年度目標に対する成果

食育イベントの開
催

基本目標の
達成状況

2

1
学校給食における日
野産農産物の更なる
活用を推進

学校給食

№

園庭や学童農園
における生産・収
穫体験

担当課
計画推進によって

明らかとなった課題

学校課（市立幼稚園・
小中学校）

今後の展開
次年度への反映

　　　　　　　　　　　　　　　      　　主管課 庁内推進部会評価

事業実施内容

中学校では、職場体験以外で農作
業体験等を実施することが難しい。

小学校では全校で農作物の
収穫体験を実施する。中学
校では職場体験等を通して
農作業体験等を実施をす
る。

新たな体験を取り入れるなど
内容を充実させ継続してい
く。

食材などに向き合う意識の醸
成

施策の方向

食に対する感謝の気持ちを育てられるよう、体験活動の充実を図ります。
資源の本来の価値を大切にする「もったいない」の心を持って、食べ残しや食品の廃棄を減らすといった環境に配慮した取り組みを推進しま
す。

年度目標の
達成状況

地産地消などに関す
る情報提供や体験機
会の充実

引き続き体験学習の機会を創出し
ていく。

基本目標の
達成状況

推　進
（8割以上は目
標を達成）

実際に食べ物を口に
する事業の多くが中
止になるなか、食に
対する意識づけの取
り組みは、コロナ禍に
も関わらず各施策と
も十分推進できてい
る。

ただし、環境に配慮し
た取り組みが目立た
なく、環境問題の視
点から今後より注目
され施策として求めら
れてくる取り組みにつ
いて底上げの創意工
夫が必要である。

推　進
（8割以上は目
標を達成）

・学校給食では、なるべく日野市内の
農家が作った野菜を使うこと、また、そ
れを学校の内外にアピールしてもらい
たい。

・これまで、給食の農産物の出荷は
個々の農家の判断で来ているが、出
荷グループの人数、畑の広さ、作付予
定など、目標を持って取り組んでいく
必要がある。

・農業の体験を行うことで、高齢者は
触れ合いによって元気になり、幼児や
児童は虫・花・木など自然の変化を知
り、保護者は収穫物で献立の話をする
ことができる。ぜひ体験を推進してい
きたい。

・アンケートによると、日野産農産物に
出会わない市民が多いようだが、販売
場所や時間に制限があるためだろう
か。より多くの市民の目に触れる機会
があるとよい。

・ひのっ子シェフコンテストは、コロナ
禍にあるにもかかわらず、関係部署が
新型コロナ感染防止を徹底し、知恵を
絞りながら、コンテストを実施したこと
を評価する。

評価検証コメント

食育推進会議評価

Plan Do Check Action

小学校

中学校
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基本

目標

3

目指すべき方向性

事業名 目標 年度目標 実績数値等
評価検証コメント年度目標に対する成果

基本目標の
達成状況

№ 担当課
計画推進によって

明らかとなった課題
今後の展開

次年度への反映

　　　　　　　　　　　　　　　      　　主管課 庁内推進部会評価

事業実施内容

食材などに向き合う意識の醸
成

施策の方向

食に対する感謝の気持ちを育てられるよう、体験活動の充実を図ります。
資源の本来の価値を大切にする「もったいない」の心を持って、食べ残しや食品の廃棄を減らすといった環境に配慮した取り組みを推進しま
す。

年度目標の
達成状況

基本目標の
達成状況

評価検証コメント

食育推進会議評価

Plan Do Check Action

4
生産者と市民との交
流の場づくりの推進

都市農業振興課 農の学校 農業ボランティアの育成。
第16期農の学校を開校す
る。

修了生11名 11名の農業ボランティアを育成できた。
推　進
（8割以上は目標
を達成）

応募生徒が減少傾向。
都市農地の保全及び都市農業を推
進していくために継続して開校して
いく。

5 環境に配慮した啓発 ごみゼロ推進課 環境学習の実施 環境学習の実施
プラスチック類ごみの分別が
始まったので、それを組み合
わせた環境学習の実施

少人数での施設見学を実施。ま
た、２学期に小学校２校に実施。
（合計で１６回程度）

プラスチック類選別を見学して分別の重要
性を知ってもらった

現状維持
（目標の達成は
2,3割にとどまっ
ている）

コロナ禍で出前授業（訪問授業）は
できなかったので、感染防止を踏ま
えての方法の検討及び施設見学の
ような、人が集まる活動では、密を
避けるため、対応に工夫が必要。

感染対策を踏まえた、人数や年齢を
絞った開催など環境学習の実施方
法を検討していく。

6
食材リサイクルの促
進

ごみゼロ推進課
ダンボールコンポ
スト講習会

ダンボールコンポスト講習会
ダンボールコンポストのPR
（講習会等）を行い、市民に
生ごみリサイクルを促進する

３回（６回予定だったがコロナの影
響で３回中止）

限られた開催回数ではあったが、ダンボー
ルコンポストのPRは行った。また、広報など
でＰＲ活動は継続しているのでダンボール
コンポストの新規の申込みには繋がってい
る

概ね推進
（5割以上は目標
を達成）

会場で直接説明する以外にも、PR
出来ることが望ましい。

引き続き講習会を開催するととも
に、動画によるPRも併用し、生ごみ
リサイクルを促進していくていく。

7
食品ロス削減の取り
組み

学校課（小中学校）
日野産農産物Ｃ
級品の活用

残食を減らすようおたよりで
働きかける。ピューレの加工
を継続実施する。

調理室、生産者と コミュニ
ケーションを図りつつ加工数
を増やす。

全校使用

ソース類製造業の営業許可を取得した平
山小調理室で、ひのトマトまるごとピューレ
の加工を継続ることができた。（年2回）
各学期ごとに残菜率を出し、全校で相互把
握することができた。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

今後も継続実施していく。 今後も継続実施していく。

9

前頁をご覧くだ
さい

前頁をご覧ください
前頁をご覧くだ

さい
前頁をご覧ください



令和２年度　第3期日野市食育推進計画　評価検証

基本

目標

4

目指すべき方向性

事業名 目標 年度目標 実績数値等

健康課（事務局）

食育ホームペー
ジによる情報発
信

食育に関する情報発信のた
めのツールの一つとして、食
育ホームページの情報を充
実させる。

広報に掲載されたイベントを
随時確認し、食育ホーム
ページのイベント欄を更新す
る。

-

新型コロナウイルス感染症の影響で食育イ
ベントの多くが中止となったが、ホームペー
ジには離乳食や妊婦向けの情報を更新し、
情報発信することができた。

概ね推進
（5割以上は目標
を達成）

イベント告知以外の情報を更新して
いく必要がある。

各課と連携し、イベント告知以外の
情報を掲載していく。

健康課（事務局）

広報誌「食育コラ
ム」による情報発
信

広報を活用し、野菜の摂取
を中心に食育に関する周知
啓発を行う。

食生活に関する様々な情報
や衛生管理等幅広く、食に
関する周知・啓発を行う。

食育コラム4回掲載
野菜の摂取のほか、食中毒予防、減塩、防
災のための日常備蓄と、幅広いテーマでコ
ラムを掲載し、周知することができた。

概ね推進
（5割以上は目標
を達成）

広報・HPの周知だけで情報がいき
わたっているかが捉えにくい。

広報にとどまらず、情報発信ツール
を活用できるよう引き続き検討をし
ていく。

都市農業振興課
ファーマーズセンターを活用
し食育イベントを開催する。

ファーマーズセンターにて体
験型イベントを行う。

体験型イベント26回
援農・野菜栽培塾14回
手作りパン教室6回実施、飾り巻き寿司教
室6回実施

推　進
（8割以上は目標
を達成）

新型コロナウイルス感染拡大のた
め、ファーマーズセンターが使用で
きなかった時期があり、イベントの実
施が予定通り実施できない場合が
あった。

体験型のイベントは人気があり、感
染症対策を施して継続して行きた
い。

中央公民館
「食」に関するイベント等を開
催し、その成果等を広く情報
発信していく。

市内の関係団体と連携し、
「食」に関するイベント等を四
季に合わせて開催していく。

「ひのっ子シェフコンテスト」11/22
開催

実行委員会形式のため、ＪＡや健康課等の
組織と連携して実施した。入賞作品のレシ
ピをしのホームページで公開。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

多くの市民が関心を高め、参加でき
るよう情報発信方法の検討が必要。

毎年、事業を継続していくことで、子
どもから大人まで食の大切さを伝え
る。また、状況に応じた情報発信を
行う。

健康課
食育月間（6月）にパネル展
を開催する。

新型コロナ感染症の感染拡
大に配慮し、6月はホーム
ページ上でパネル掲示を行
う。野菜の日（8月31日）にち
なみ、8月に七生支所でパネ
ル展を開催する。

（再掲）
野菜パネル展示（七生支所）
8月13日～8月31日
食生活パネル展示（多摩平の森ふ
れあい館）
10月23日～10月30日
減塩パネル展示（七生支所）
12月1日～12月16日

ホームページに過去のパネル展の作品を
掲載したほか、七生支所展示スペースで野
菜摂取と減塩の普及啓発のためのパネル
展示、多摩平ふれあい館で食生活改善の
パネル展示を行った。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

展示スペース（場所、期間）の確保
が課題である。

パネル展の開催回数を増やし、新た
な展示場所を探すとともに、展示を
見た感想などを把握する方法を検
討していく。

子ども家庭支援センター
子育てひろばで実施する食
育に関するイベントの積極的
な情発発信を行う。

子育てひろばで実施する食
に関するイベントを子ども家
庭支援センターだより等で周
知する。

新型コロナウイルス感染症感染拡
大防止の観点から、イベントにつ
いては開催を見合わせたものも多
かった。代替として、子ども家庭支
援センターだよりに食に関する記
事を3回掲載した。

子ども家庭支援センターだよりを通じて食
育の重要性を周知することができた。

概ね推進
（5割以上は目標
を達成）

食育の重要性について保護者が必
要な情報を得る機会を意識的に設
ける必要がある。

子ども家庭支援センターだよりでの
周知とあわせ、子育てひろばにおい
てもポスターの掲示やチラシの配布
等による事業の周知を行う。

産業振興課
食に関するコンテンツのPR・
情報発信を行う。

年一回以上、食に関するコン
テンツのPR、情報発信の場
を設ける。

TOYODABEER「天狗バル2020」を
開催（2020.11.17～19）

TOYODABEERの地域活性化事業として
「天狗バル2020」を開催した。豊田地域の
飲食店と連携し、バルを通じた飲食店の活
性化キャンペーンとして、地域のお店の食
のPRや情報発信を実施した。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

コロナ禍における開催であったた
め、感染防止には十分配慮をした。

令和３年度以降も、地域の食を発信
する取組は行っていきたい。

保育課

公民交流事業委
員会・公民栄養士
会の開催

公民交流事業委員会の公民
栄養士会の実施。

公民交流事業委員会の公民
栄養士会で情報交換等の交
流をする。

公民栄養士会 は対面式の会議は
中止とし、紙面での情報交換を実
施。

感染症対策として、紙面での情報交換を実
施した。公立・民間の栄養士が感染症対策
中の食育についてなどの情報交換ができ
た。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

感染症対策中での困りごとなどの情
報交換は出来たが、今までのよう食
育が実施できていない悩みがあっ
た。

一人一人の栄養士に対し、専門職
としての課題や情報交換をより深め
ていく。

健康課
摂食・嚥下推進事
業

食べる機能を支えるたの連
携システムを円滑に運用す
るため、関係機関との連携を
強化する

リーフレットの発送対象年齢
を65～79歳までに引き上げ、
介護予防教室や地域での健
康教育や広報等による周知
啓発をすすめていく。

チェックリーフレット発送24,899通
（65-79歳）

健診通知にチェックリーフレットを同封し、
65-79歳の市民に摂食嚥下について周知
することができた。また、高齢福祉課、地域
包括支援センター、日野市社会福祉協議
会と連携して開催した介護予防教室では、
コロナ禍で開催方法や回数等に制限は生
じたが、専門職が「フレイル」についての講
話を行い、参加した高齢者に摂食嚥下機能
維持の重要性を伝えることができた。

概ね推進
（5割以上は目標
を達成）

発送したリーフレットに対する市民
からの反響が少なかった。
コロナ禍では、感染予防対策が必
要なため、口腔体操を中心とした健
康教育は実施しづらい。

動画等を活用した地域での健康教
育や広報等による周知啓発をすす
めていく。

生涯学習課 講師紹介・派遣 食育の大切さを周知する。
ひの２１世紀みらい塾に登録
している食育や料理の講師
を依頼に応じ派遣する。

講座登録４件
実施０回

新型コロナの影響もあり、講師の派遣要望
が無かった。

現状維持
（目標の達成は
2,3割にとどまっ
ている）

新型コロナによる新しい生活様式に
沿った形での講座の持ち方。

継続して実施するものの、講座の制
度自体の周知をどのような形にして
いくか。

産業振興課
商工会等との連
携

商工会等、市内関係団体と
連携して日野市の食につい
て情報発信する。

ひのうまいもん大図鑑の発
行を通じた日野市の食の情
報発信。

ひのうまいもん大図鑑2021を作
成。令和3年3月から配布開始。

商工会・市内関係団体と連携して日野市の
飲食店についてまとめた冊子、ひのうまい
もん大図鑑2021を作成、配布を行った。

推　進
（8割以上は目標
を達成）

コロナ禍の影響によりスケジュール
にズレが生じ、年度末の3月から配
布となってしまった。

令和３年度は図鑑の作成は行わ
ず、情報発信や企画に力を入れて
いく。
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食育推進会議評価

基本目標の
達成状況

評価検証コメント№

1
情報発信の充実によ
る食育の推進

・コロナ禍であっても情報発信は今ま
でどおりできるので、むしろ積極的に
やって欲しい。

・若い農業者や自治会主体で活動さ
れている方など、市民主体の活動の
紹介もできるとよい。

・各課が様々な取り組みを行っている
が、情報提供や動画配信などは、食
育に関心の低い方にも見てもらえるよ
うな方（幼稚園・保育園の栄養士や先
生方、医師、大学の先生など）に出演
していただくなどの工夫が必要であ
る。

庁内推進部会評価

基本目標の
達成状況

評価検証コメント

概ね推進
（5割以上は目
標を達成）

食育に関する情報
発信については、
多くの市民に「食
育」に関心を持って
もらえるよう、これ
までの広報・ホーム
ページによる掲載
や、体験型イベント
やパネル展の開催
のほかに、受け取
る側の選択肢を限
定させない工夫が
今後必要である。

概ね推進
（5割以上は目
標を達成）

3 関係団体との連携

食育イベントの推進
と周知

食育を推進する仕組みの整備
食育に関する情報が取得しやすい情報環境の整備を進めます。
地域の団体や事業者と連携をすすめ、食育の輪を広げることですべての人に食育が行き届くよう努めます。

年度目標の
達成状況

事業実施内容

　　　　　　　　　　　　　　　      　　主管課

年度目標に対する成果
今後の展開

次年度への反映
担当課

計画推進によって
明らかとなった課題

施策の方向

食に関するイベン
トの開催

Plan Do Check Action



 日野市みんなですすめる食育条例 

平成 21 年 3 月 31 日  

条例第 6 号  

目次  

前文  

第 1 章  総則 (第 1 条―第 3 条 ) 

第 2 章  基本となる事項 (第 4 条―第 13 条 ) 

第 3 章  推進体制 (第 14 条 ) 

付則  

 

すべての市民が心とからだの健康を確保し、幸福感をもって暮らすことので

きる社会をつくることが私たちの願いです。  

この願いをかなえるためには、食はとても重要ですが、食の安全性の問題、

飽食、不規則な食生活による肥満や生活習慣病の増加など、食に関するさま

ざまな問題があります。  

幸い、私たちのまち日野は、都市の農業を守る事業が進められ、田畑を多く

見ることができ、その大地で農業者によって大切に育まれた農産物などが家

庭の食卓や学校給食に並び、農業体験などとあわせて、生産と食が身近に感

じられる環境にあります。  

しかし、社会全体で抱える食に関するさまざまな問題は、私たち日野におい

ても生じており、すべての市民が健康に生き、心豊かな人生を歩み、それを

次世代へ受け継いでいくためには、食のあり方について学び、積極的に食育

の推進を図っていく必要があり、家庭とともに食にかかわるすべての関係者

が同じ目標に向かって取り組まなければなりません。  

ここに、日野市における食育の推進について、食にかかわるすべての関係者

の責務を明らかにして、日野市食育推進計画に関する取組を総合的・計画的

に推進するため、この条例を制定します。  

 

第 1 章  総則  

(目的 ) 

第 1 条  この条例は、日野市 (以下「市」といいます。 )の食育の推進に関す

る基本的な理念を定め、市、市民、教育委員会、学校、子育て関連施設、

農業委員会、農業者、東京南農業協同組合、食品関連事業者の責務を明ら

かにして日野市食育推進計画を推進することで、現在だけでなく将来にわ

たり健康で文化的な活力ある社会の実現に役立つことを目的とします。  

(定義 ) 

第 2 条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによります。  

(1) 食育  一人ひとりが、さまざまな経験から食に関する知識やバラン

スの良い食生活、安全安心な食品を選ぶ力を身につけるともに、動物や植

物など命あるものを食べることや食にかかわる人々への感謝の気持ちや理

解を深め、生涯にわたって生き生きと暮らせるような力を身につけること

をいいます。  

(2) 地産地消  地元で収穫された農産物を地元で消費することをいいま

す。  

(3) 日野産野菜  日野市内で生産される野菜 (りんごなどの果物、卵を含

みます。 )をいいます。  
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(4) 食育計画  食育基本法 (平成 17 年法律第 63 号 )第 18 条第 1 項の規定

により、日野市内における食育の推進に関する計画として作成された「日  

野市食育推進計画」をいいます。  

(5) 教育委員会  地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和 31 年

法律第 162 号 )に基づき、学校の教育や生涯学習などを振興するために設

置された機関をいいます。  

(6) 学校  教育委員会で定める方針に沿って、校長を筆頭に教職員が児

童・生徒を指導する日野市立の小中学校をいいます。  

(7) 子育て関連施設  日野市内の幼稚園、保育所や日野市立の子ども家

庭支援センター、児童館 (学童クラブを含みます。 )をいいます。  

(8) 農業委員会  農業委員会等に関する法律 (昭和 26 年法律第 88 号 )に

基づき、農地の保全を図るために農地の売買などについて公正な審査をす

るほか、農業者の代表機関として、意見などを公表するために設置された

行政委員会をいいます。  

(9) 農業者  農業 (畜産業を含みます。 )を営む人をいいます。  

(10) 東京南農業協同組合  日野市内にある東京南農業協同組合本店、東

京南農業協同組合日野支店、東京南農業協同組合七生支店をいいます。  

(11) 食品関連事業者  食品の製造、加工、流通、販売、食事の提供をす

る人をいいます。  

(基本理念 ) 

第 3 条  食育の推進は、市民一人ひとりが生涯にわたって生き生きと暮らせ

るように次に掲げる基本理念に沿って行わなければなりません。  

(1) 食育は、食に関する知識やバランスの良い食生活、安全安心な食品

を選ぶ力を身につけるとともに、体験などを通して、食生活が動物や植物

などの命を食べることや食にかかわる人々のさまざまな活動によって支え

られていることへの感謝の気持ちや理解が深まるように推進します。  

(2) 食育は、心やからだの成長や人格の形成に大きな影響を及ぼすこと

から、次世代を担う子どもたちに対して、特に積極的に推進します。  

(3) 食品の安全は、食生活において基本的なことであり、安全安心な食

品と食の環境が守られるように推進します。  

(4) 食育は、農業者と消費者の距離が近い日野市の特色を生かし、農業

者と消費者との交流を図りながら、地産地消に取り組みます。  

 

第 2 章  基本となる事項  

(市の責務 ) 

第 4 条  市は、市民の健康のため、市が行う食育に関する事業を市民にわか

りやすい方法で案内しなければなりません。  

2 市は、家庭訪問事業、保健事業、各種健診の場など、地域に根ざした保

健師、栄養士などの活動を行い、健康の管理に関する正しい知識や技術の

普及、情報の提供などを推進し、市民の食育、健康づくりを支援しなけれ

ばなりません。  

3 市は、都市の農地を守り、都市の農業を育てなければなりません。  

4 市は、生産者と消費者の交流の場をつくり、地産地消を推進しなければ

なりません。  

5 市は、食育計画で定める学校給食での日野産野菜利用率 25 パーセントの

達成のため、教育委員会、学校、農業委員会、農業者、東京南農業協同組

合と連携し、学校で積極的に日野産野菜が利用されるように推進しなけれ

ばなりません。  
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6 市は、市民に安全安心な食品と食の環境を提供するため、国、東京都、

保健医療機関、農業委員会、農業者、東京南農業協同組合、食品関連事業

者、大学などと連携し、情報の収集や発信をしなければなりません。  

7 市は、自治会などの地区組織、市民ボランティア、食に関する活動を行

う団体、企業などと連携し、食育を推進しなければなりません。  

8 市は、食育計画で定める食育の施策を推進するために必要な財政上の措

置を講じなければなりません。  

(市民の責務 ) 

第 5 条  市民は、個人や家族の心とからだの健康を守り、増進するため、バ

ランスの良い食生活、安全安心な食品を選ぶ力を身につけ、健全な食生活

を送るように努めます。  

2 市民は、市が取り組んでいる都市の農地を守ることや都市の農業を育て

ること、地産地消の取組を理解し、日野産野菜の購入や生産者との交流に

努めます。  

(保護者等の責務 ) 

第 6 条  保護者等は、子どもたちが、自然の恵みである食物と、食に関連す

る人々やその活動への感謝の気持ちを深める心を持って成長し、生涯にわ

たって健全な心やからだ、豊かな人間の形成を育んでいくことができるよ

うな食環境づくりに取り組むように努めます。  

2 保護者等は、子どもたちの健やかな心とからだの発育、発達のため、毎

日の食事を準備し、子どもたちとともに家庭で楽しく食事をするような環

境づくりに努めます。  

(教育委員会の責務 ) 

第 7 条  教育委員会は、教育と食育のつながりを大切にして地域、学校、保

護者等を通じて食に関する理解を深め、情報の共有化を図り、栄養、健康

の増進、地産地消などを充実させるために指導の体制などの確立を図り、

食育と健康教育を推進しなければなりません。  

2 教育委員会は、学校での食育の推進のために、学校給食法 (昭和 29 年法

律第 160 号 )を踏まえ、食に関する指導の全体計画を策定し、実体験を通

した実践的な取組が行え、教科や行事などとの関連が図られ、家庭や地域

と連携できるように支援しなければなりません。  

3 教育委員会は、食育の推進のために東京都などと連携し、人材の育成を

図らなければなりません。  

4 教育委員会は、食育計画で定める学校給食での日野産野菜利用率 25 パー

セントの達成のため、市、学校、農業委員会、農業者、東京南農業協同組

合と連携し、学校で積極的に日野産野菜が利用されるように推進しなけれ

ばなりません。  

(学校の責務 ) 

第 8 条  学校は、国で定める指導の方針を踏まえ、児童や生徒の食や健康へ

の関心、理解が深まるよう、食育や健康教育を推進しなければなりませ

ん。  

2 学校は、安全安心な給食を提供しなければなりません。  

3 学校は、食育計画で定めた学校給食での日野産野菜利用率 25 パーセント

の達成のため、市、教育委員会、農業委員会、農業者、東京南農業協同組

合と連携し、日野産野菜を積極的に利用しなければなりません。  

4 学校は、保護者等に対して、家庭で食育が推進されるように情報の発信

をしなければなりません。  

5 学校は、自然の恵みを知らせるとともに作物を育て、調理活動を行い、

みんなで食べる楽しさを経験させるとともに、食文化を伝えていくため、

行事食や伝統食などを給食に取り入れなければなりません。  
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(子育て関連施設の責務 ) 

第 9 条  子育て関連施設は、子どもたちに生活や遊びのなかで食にかかわる

体験活動を通じて、食べることの大切さや楽しみを教え、元気と意欲あふ

れる毎日を過ごすことができるようにするとともに保護者等や地域へ食育

の情報を発信しなければなりません。  

2 幼稚園や保育所は、国で定める指導の方針、保育の方針を踏まえ、子ど

もたちに食事の取り方、望ましい食習慣の確立、生涯にわたり健康で過ご

すことができる生活のリズムを身につけさせなければなりません。  

3 保育所は、安全安心な給食を提供しなければなりません。  

4 保育所は、自然の恵みを知らせるとともに作物を育て、調理活動を行

い、みんなと一緒に食べる楽しさを経験させるとともに、食文化を伝える

ため、行事食や伝統食などを給食に取り入れなければなりません。  

5 子ども家庭支援センターは、子育てひろば事業の実施や相談の活動を通

して、一人ひとりの子どもの成長や発達の段階に応じた食育の大切さにつ

いて、普及啓発を図らなければなりません。また、家庭からの乳幼児の食

に関する相談に対応して保護者等や子どもの食への不安を解消するととも

に情報の提供をしなければなりません。  

6 児童館 (学童クラブを除きます。 )は、調理活動の体験から自分でつく

り、食べる喜び、感動を味わい、豊かな経験を積み重ね、食べたいものを

考え、調理に導けるさまざまな事業を行わなければなりません。  

7 学童クラブは、作物の収穫の体験や季節に応じたおやつの提供を通し

て、児童同士の交流を図り、くつろげる場とするとともに、安全安心なお

やつを提供しなければなりません。  

(農業委員会の責務 ) 

第 10 条  農業委員会は、食育計画の推進のために農業の発展と農地の保全

を積極的に行わなければなりません。  

2 農業委員会は、食育計画で定めた学校給食での日野産野菜利用率 25 パー

セントの達成のため、市、教育委員会、学校、農業者、東京南農業協同組

合と連携し、学校で積極的に日野産野菜が利用されるように推進しなけれ

ばなりません。  

(農業者の責務 ) 

第 11 条  農業者は、市民が地産地消を継続的に行えるように農産物の生産

力の向上に努めます。  

2 農業者は、生産の活動を行うときは市民へ安全安心な農産物を供給する

ように努めます。  

3 農業者は、市や学校などと連携し、さまざまな体験の機会ができるよう

に努めます。  

4 農業者は、食育計画で定めた学校給食での日野産野菜利用率 25 パーセン

トの達成のため、市、教育委員会、学校、農業委員会、東京南農業協同組

合と連携し、日野産野菜を積極的に学校給食へ供給するように努めます。  

(東京南農業協同組合の責務 ) 

第 12 条  東京南農業協同組合は、農業者の生産力の向上及び農業経営の合

理化が図られるように指導に努めます。  

2 東京南農業協同組合は、安全安心な農産物を提供できるように市、農業

者、農業委員会との連携に努めます。  

3 東京南農業協同組合は、食育計画で定めた学校給食での日野産野菜利用

率 25 パーセントの達成のため、市、教育委員会、学校、農業委員会、農

業者と連携し、学校で積極的に日野産野菜が利用されるように努めます。  
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(食品関連事業者の責務 ) 

第 13 条  食品関連事業者は、安全安心な食品の提供に努めます。  

2 食品関連事業者は、健康と食育のために栄養バランスの良い食生活の重

要性を認識し、情報の提供に努めます。  

3 食品関連事業者は、食品の安全性など自らの事業の活動について、正確

で適切な情報の提供に努めます。  

 

第 3 章  推進体制  

(日野市食育推進会議 ) 

第 14 条  市は、食育計画の推進のために、食育基本法第 33 条第 1 項の規定

により、日野市食育推進会議 (以下「推進会議」といいます。 )を設置しま

す。  

2 推進会議は、次に掲げる事項について、市長の求めに応じ、審議しま

す。  

(1) 食育計画の推進の状況の評価、検証に関すること。  

(2) 食育計画の作成に関すること。  

(3) 前号に掲げるもののほか、食育に関する施策に関すること。  

3 推進会議は、次に掲げる人のうちから、市長が委嘱し、又は任命する委

員 8 人以内で組織します。  

(1) 公募市民  3 人以内  

(2) 食育に関する知識や経験を特に有する人  5 人以内  

4 委員の任期は、 2 年とし、再任は妨げません。ただし、委員が欠けたと

きは、補欠の委員を選任し、委員の任期は前任者の残任期間とします。  

5 推進会議に会長と副会長を置き、委員の互選によりこれを定めます。  

6 会長は、会務を総理し、推進会議を代表します。  

7 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があると

きは、その職務を代行します。  

8 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができま

せん。  

9 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決まり、可否が同数のとき

は、会長が決めます。  

10 推進会議の庶務は、健康福祉部で処理します。  

11 前各項に定めるほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進

会議の意見をきいて定めます。  

 

付  則  

(施行期日 ) 

1 この条例は、平成 21 年 4 月 1 日から施行します。  

(日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正 ) 

2 日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 (昭

和 38 年条例第 13 号 )の一部を次のように改正します。  
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日野市食育推進会議の概要 

 

 

１ 日野市食育推進会議委員名簿 

任期  自 令和 2年 4月 1日    至 令和４年 3月 31日 

氏  名 委 員 種 別・（所 属） 

  石 坂 昌 子 公募市民 

 内 田 滋 之 
食育に関する知識や経験を特に有する人 

（日野市商工会代表・㈱ストリームダイニング代表取締役） 

○ 鹿志村 紀美枝 
食育に関する知識や経験を特に有する人 

（日野市医師会代表・もぐさ園三沢台診療所医師） 

小 林 利 佳 公募市民 

◎ 白 尾 美 佳 
食育に関する知識や経験を特に有する人 

   （学識者・実践女子大学教授） 

籏 野 利 之 
食育に関する知識や経験を特に有する人 

（日野市農業委員会代表） 

宮 澤 和 美 公募市民 

吉 冨 正 敏 
食育に関する知識や経験を特に有する人 

（日野市社会福祉法人立保育園連合会代表・会長・吹上保育園園長） 

（氏名は 50音順、敬称略。◎：会長、○：副会長） 

（所属は令和３年 7月現在のもの） 

 

 

2 会議の経過 （令和 2年度食育推進計画評価検証会議） 

開催回数 ２回 

開催回数 開催年月日 内容 

令和２年度 

第２回 

令和３年 2月 5日 

（紙面開催） 

 

・第 3期日野市食育推進計画（令和 2年度）

評価検証について 

・第４期日野市食育推進計画の策定について 

 

令和３年度 

第 1回 

 

令和３年７月１日 

・第 3期日野市食育推進計画（令和 2年度）

評価検証報告書の確認について 

・第 3期日野市食育推進計画の評価検証に

ついて（学校課、都市農業振興課、健康課

のヒアリングによる令和３年度評価検証） 

・第４期日野市食育推進計画の策定について 
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